
白岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例

の一部を改正するものである。 

 

２ 改正の概要 

 第１７条関係 

  「栄養士」に「管理栄養士」を追加 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 

 


